
●地層処分を行う廃棄物（例：高レベル放射性廃棄物）

放射性廃棄物の処分の基本的考え方

●管理処分を行う廃棄物

放射性廃棄物は、原子力
発電所や核燃料サイクル
施設、大学・研究所、医
療施設等から発生。

  「廃棄物の処理および清掃に関
  する法律(昭和45年法律第137
  号)」における「管理型処分場」
  の構造基準を踏まえた処分施設
  への処分

地下50～100m

地下10m

地下数m

トンネル型/サイロ型埋設処分

コンクリートピットに埋設処分
(人工構造物を設置)

トレンチに埋設処分
(人工構造物なし)

放射能レベルが比較的
低いもの

発　生 処　理 貯　蔵 処　分

再処理によって使用済
燃料から有用物質であ
るプルトニウムとウラ
ンを分離した後に高レ
ベル放射性廃棄物が残
存する。

濃縮して容積を少なく
した廃液をガラスに溶
け込ませ、ステンレス
製の容器(キャニス
ター)の中で安定な形態
に固化する。

冷却のため、30～50年間
程度安全に貯蔵する。

人工バリアを設けた上
で、天然バリアとなる数
百メートル以深の安定し
た地下に埋設処分する。

ガラス溶融炉

ガラス固化体

鉛などの有害な化学
物質を含む場合

処　分

発　生 処　理

放射能レベルが比較的
高いもの

放射能レベルが極めて
低いもの

地上施設

坑道

処分坑道

減容、安定化等

廃棄物 有用物質
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